
   

 

世田谷の土地利用 2016 正誤表 

 誤 正 

P.22 
右下 建物用途分類 

 

②専用住宅：事務所建築物、専用商業施設、

宿泊・遊興施設、スポーツ・興行施設 

③集合住宅：住居併用店舗・事務所 

④専用商業：専用戸建て住宅、住宅を主とす

る塾・教室・医療等の併用建物 

⑤住商併用：公団・公社、公営住宅、アパー

ト、マンション、独身寮、寄宿舎 

右下 建物用途分類 

 

②専用住宅：専用戸建て住宅、住宅を主とす

る塾・教室・医療等の併用建物 

③集合住宅：公団・公社、公営住宅、アパー

ト、マンション、独身寮、寄宿舎 

④専用商業：事務所建築物、専用商業施設、

宿泊・遊興施設、スポーツ・興行施設 

⑤住商併用：住居併用店舗・事務所 
 

 

 

   
 


